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『旭町・明神町地区周辺まちづくり構想』の変更点 

頁 変更前 変更後 変更の背景 

－ 表紙 表紙 ・他の計画に合わせたデザインに変更 

1 01 旭町・明神町地区周辺まちづくり構想の改定に

ついて 

◆加えて、～東日本大震災の際に露見した駅前滞留

者への対応等の防災対策や、既存の地域冷暖房設備

の一層の活用による低炭素まちづくりの推進等、本

地区ならではの新たな課題も見えてきました。ま

た、新型コロナ危機を踏まえたまちづくりの方向性

を見据えることも重要となっています 

01 旭町・明神町地区周辺まちづくり構想の改定に

ついて 

◆加えて、東日本大震災の際に露見した駅前滞留者

への対応等の防災対策や、既存の地域冷暖房設備の

一層の活用による低炭素まちづくりの推進等、本地

区ならではの新たな課題も見えてきました。また、

安全・安心なまちづくりの推進や、新型コロナ危機

を踏まえたまちづくりの方向性を見据えることも重

要となっています 

・防災・防犯面への配慮に対する意見を踏ま

えて追記 

7 イラスト イラスト ・デザイン修正、彩色 

8 駅まちゾーン【基本的方針】 

・JR八王子駅及び京王八王子駅間に位置するまちの

玄関口として、イノベーションを誘発する多様な

ひと・モノ・コトとの出会いや交流を促進する都

市機能を備えた複合市街地形成を図る。 

駅まちゾーン【基本的方針】 

・JR八王子駅及び京王八王子駅の両駅やその周辺街

区と旭町・明神町地区を一体的に捉え、まちの玄

関口として、イノベーションを誘発する多様なひ

と・モノ・コトとの出会いや交流を促進する都市

機能を備えた複合市街地形成を図る。 

・ゾーンを変更する理由について質問があ

ったことを踏まえ、考え方を追記 

8 駅まち融合ゾーン【基本的方針】 

・駅まちゾーンの変化をきっかけとして既存環境と

融合した市街地を形成する。 

駅まち融合ゾーン【基本的方針】 

・駅まちゾーンの変化をきっかけとして既存環境と

融合した市街地の形成を誘発する。 

・駅まち融合ゾーンも市がまちづくりや開

発を進めるように読めるとの意見があっ

たことを踏まえて修正 

8 駅まち融合ゾーン【取組】 

・建物の更新に合わせた快適な居住環境を形成す

る。 

駅まち融合ゾーン【取組】 

・建物の更新に合わせた快適な居住環境を誘導す

る。 

・同上 
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頁 変更前 変更後 変更の背景 

9 賑わい・憩い・交流のまちを支える都市空間の形成

【取組】 

賑わい・憩い・交流のまちを支え、価値を高めるとと

もに、イノベーション創出につながる多様な都市活

動が展開される魅力ある都市空間を創出するため、

都市型広場整備、東放射線アイロード改良やマルベ

リーブリッジ延伸に取り組む。 

賑わい・憩い・交流のまちを支える都市空間の形成

【取組】 

賑わい・憩い・交流のまちを支え、価値や防災性を高

めるとともに、イノベーション創出につながる多様

な都市活動が展開される魅力ある都市空間を創出す

るため、都市型広場整備、東放射線アイロード改良や

マルベリーブリッジ延伸に取り組む。 

・防災面への配慮についての意見を踏まえ、

構想の１ページにも当地区の課題として

防災対策を挙げていることから追記 

9 賑わい・憩い・交流のまちを支える都市空間の形成

【取組】 

・産業交流センターと連携し、様々な分野で地域資

源を活用したイベント・チャレンジを促進するた

め、多様なアクティビティを促すソフトも備えた

都市型広場を整備する。 

賑わい・憩い・交流のまちを支える都市空間の形成

【取組】 

・産業交流センターと連携し、様々な分野で地域資

源を活用したイベント・チャレンジの促進や、憩

いの空間形成など、多様なアクティビティを促す

ソフトも備えた都市型広場を整備する。 

・都市型広場への意見を踏まえ、イベント開

催のみでなく、日常の憩いについても追記 

9 幹線道路等の整備【取組】 

・大規模開発や建物の更新等にあわせて歩道状空地

を確保し、安全・快適な歩行環境を整備する。 

幹線道路等の整備【取組】 

・旭町・明神町地区市街地再開発事業や建物の更新

等にあわせて歩道状空地を確保し、安全・快適な

歩行環境を整備する。 

・旭町・明神町地区市街地再開発事業以外に

も再開発等の大規模開発を予定している

のではとの意見を踏まえて修正 

10 02 基本的な考え方に基づく取組方針 

◆イノベーション創出まちづくりの推進 

・構想実現に向け、新たな考え方や方法での取組が

重要となるイノベーション創出まちづくりについ

ては、アクションプランを作成し、実験的な取組

も含め、重点的に取り組みます。 

02 基本的な考え方に基づく取組方針 

◆イノベーション創出まちづくりの推進 

・構想実現に向け、新たな考え方や方法での取組が

重要となるイノベーション創出まちづくりについ

ては、他分野との連携も含めた多様な取組を検討

し、実験的な取組も含め、重点的に取り組みま

す。 

・取組の内容について意見があったことを

踏まえて修正 

・令和４年度に予定している都市型広場の

検討や産業振興部の（仮称）産業イノベー

ションプラン策定等を控えているため、今

年度はアクションプランではなく取組案

を整理し、今後も検討を継続することが有

効であると考えた 

10 02 基本的な考え方に基づく取組方針 

◆成果の向上と持続 

・アクションプランに基づく取組の実施にあたって

は、取組改善・構想実現に向けた取組状況の把

握・評価の考え方を整理します。 

02 基本的な考え方に基づく取組方針 

◆成果の向上と持続 

・構想実現に向けた取組案や取組状況の把握、評価

の考え方を整理します。 

・同上 
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頁 変更前 変更後 変更の背景 

10 02 基本的な考え方に基づく取組方針 

◆成果の向上と持続 

・計画・整備・運営の事業段階を問わず、ソフトを重

視して取り組みます。 

02 基本的な考え方に基づく取組方針 

◆成果の向上と持続 

・計画・整備・運営の事業段階を問わず、ソフトや市

民参加を重視して取り組みます。 

・今後の広場検討などのまちづくりへの市

民参加が重要であることを表現するため

に追記 

 


